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☆知的財産関連ニュース報道（中国版） …… ⑾
☆『造形デザイン』の知財判決紹介（24）

−「視覚を通じて美感を起こさせるもの」の認定− ⑴

【事件の概要】
　本件は、意匠に係る物品を「データ記憶機」とす
る意匠権（意匠登録第1409214号）を有する原告が、
被告の製造、販売する「データ記憶機」及び「そ
のケース」の意匠は本件意匠に類似するなどとして、
被告製品の製造等の差止め等を請求するとともに、
損害賠償金等を請求したもので、両意匠は類似と判

断され、被告製品の製造等の差止め等、及び損害賠
償金等の支払いが命じられた事例である。なお、両
意匠についての判定2019－600019（令和１年12月20
日判定）では、両意匠は非類似とされている。
　裁判所は、両意匠に共通する基本的構成態様とし
て、「プレート」が「平面及び正面に…形成されてい
る」と認定している。しかし、両意匠について、視
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